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令 和 ２ 年 第 ３ 回 小 城 市 議 会 定 例 会 提 案 理 由  

（ 令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日 開 会 ）  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。 本 日 こ こ に 、 令 和 ２ 年 第 ３ 回

小 城 市 議 会 定 例 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、 議 員 の

皆 様 に は 、 御 参 集 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 

そ れ で は 、 こ れ よ り 本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す

議 案 の 提 案 理 由 を 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、議 案 第 6 7 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正

予 算 （ 第 ６ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算

に 、 そ れ ぞ れ 3 , 2 3 5 万 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総

額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 6 0 億 1 , 5 0 4 万 ３ 千 円 と す る も

の で ご ざ い ま す 。  

そ れ で は 、 補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 、 歳 出 か ら 御 説

明 申 し 上 げ ま す 。  

第 ９ 款  消 防 費 で は 、「 防 災 対 策 事 業 」で ご ざ い ま す

が 、 ６ 月 下 旬 か ら 7 月 に か け て の 大 雨 に よ る 、 避 難 所

開 設 や 水 防 ・ 防 災 活 動 の 時 間 外 勤 務 手 当 が 当 初 予 算 以

上 に か か り ま し た の で 、 既 に 不 足 し た も の に つ い て は

予 備 費 を 充 用 し 支 払 っ て お り ま す が 、 今 後 の 見 込 み 分

の 時 間 外 勤 務 手 当 を 計 上 し た も の で す 。  

第 1 4 款  予 備 費 で ご ざ い ま す が 、第 ９ 款 の「 防 災 対

策 事 業 」 で 説 明 い た し ま し た 、 既 に 不 足 し た 時 間 外 勤
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務 手 当 と 、 令 和 ２ 年 ７ 月 豪 雨 に よ る 林 道 や 市 道 、 農 業

用 施 設 等 の 復 旧 の た め 、 早 急 に 測 量 設 計 を 行 う 必 要 が

あ っ た も の を 予 備 費 で 対 応 し て お り ま す 。 今 後 も 大 雨

や 台 風 な ど に よ る 災 害 の 発 生 が 十 分 に 想 定 さ れ ま す の

で 、 予 備 費 を 当 初 予 算 の 3 , 0 0 0 万 円 に 戻 す 費 用 を 計 上

し て お り ま す 。  

以 上 、 歳 出 の 主 な 内 容 に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、

歳 入 に つ き ま し て は 、 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 に よ り 財 源

を 調 整 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

 以 上 、 本 議 案 に つ き ま し て は 、 議 会 を 招 集 す る 時 間

的 余 裕 が な か っ た た め 、 や む を 得 ず 地 方 自 治 法 第 1 7 9

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、８ 月 1 7 日 付 け で 専 決 処 分 を い

た し ま し た の で 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告

し 、 議 会 の 承 認 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 6 8 号  小 城 市 立 認 定 こ ど も 園 設 置 条 例

で ご ざ い ま す が 、 小 城 市 立 認 定 こ ど も 園 を 設 置 す る こ

と に 伴 い 、 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総

合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 1 2 条 の 規 定 に 基 づ き 、

名 称 及 び 位 置 な ど を 定 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 6 9 号  小 城 市 三 日 月 保 健 福 祉 セ ン タ ー

の 指 定 管 理 者 の 指 定 の 期 間 の 変 更 に つ い て 、 議 案 第 7 0

号  小 城 市 牛 津 保 健 福 祉 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指 定
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の 期 間 の 変 更 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 指 定 管 理 の 期

間 を「 平 成 2 8 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 3 3 年 ３ 月 3 1 日 ま で 」

を 「 平 成 2 8 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ４ 年 ３ 月 3 1 日 ま で 」

に 変 更 し た い の で 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で ご ざ い

ま す 。  

 

続 き ま し て 、 決 算 関 係 議 案 に つ き ま し て 御 説 明 申 し

上 げ ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 7 1 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 一 般 会 計 歳

入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 歳 入 に つ き

ま し て は 、 予 算 現 額 2 4 4 億 2 , 9 0 1 万 5 , 0 8 0 円 に 対 し ま

し て 、 調 定 額 が 2 3 4 億 1 , 2 6 9 万 4 , 0 5 8 円 、 収 入 済 額 が

2 3 3 億 1 , 4 5 3 万 7 , 0 3 9 円 で 、不 納 欠 損 額 が 1 , 1 8 6 万 3 , 4 3 0

円 、収 入 未 済 額 が 8 , 6 2 9 万 3 , 5 8 9 円 と な っ て お り ま す 。  

収 入 未 済 額 の 主 な 内 容 に つ き ま し て は 、 市 税 7 , 6 1 1

万 5 , 7 2 4 円 、 諸 収 入 7 4 4 万 5 0 9 円 な ど で ご ざ い ま す 。

な お 、 市 税 の 収 納 率 に つ き ま し て は 、 前 年 度 よ り 0 . 2

ポ イ ン ト 改 善 し 、 9 8 . 0％ と な っ て お り ま す 。  

ま た 、 歳 出 に つ き ま し て は 、 予 算 現 額 2 4 4 億 2 , 9 0 1

万 5 , 0 8 0 円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が 2 2 5 億 4 , 7 9 5 万

7 , 1 6 1 円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 歳 入 歳 出 差 引 残 額 は ７ 億 6 , 6 5 7 万

9 , 8 7 8 円 と な っ て お り ま す 。  
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次 に 、 議 案 第 7 2 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 簡 易 水 道 特

別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 歳

入 に つ き ま し て は 、 予 算 現 額 7 9 3 万 1 千 円 に 対 し ま し

て 、調 定 額 が 8 7 0 万 1 , 3 1 4 円 、収 入 済 額 が 8 2 9 万 1 , 7 6 2

円 と な っ て お り ま す 。  

ま た 、 歳 出 に つ き ま し て は 、 予 算 現 額 7 9 3 万 １ 千 円

に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が 6 7 7 万 3 , 2 8 7 円 と な っ て お

り ま す 。  

な お 、 簡 易 水 道 特 別 会 計 は 、 地 方 公 営 企 業 法 の 適 用

に 伴 い 、 歳 入 歳 出 差 引 残 額 の 1 5 1 万 8 , 4 7 5 円 を 小 城 市

水 道 事 業 会 計 へ 引 き 継 ぐ こ と に な り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 3 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 下 水 道 特 別

会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 歳 入

に つ き ま し て は 、予 算 現 額 2 5 億 3 , 3 8 0 万 ４ 千 円 に 対 し

ま し て 、調 定 額 が 2 5 億 1 , 4 1 6 万 5 , 1 1 6 円 、収 入 済 額 が

2 4 億 7 , 8 1 1 万 7 , 5 7 5 円 で 、 不 納 欠 損 額 が 3 8 万 2 , 5 9 0

円 、収 入 未 済 額 が 3 , 5 6 6 万 4 , 9 5 1 円 と な っ て お り ま す 。  

ま た 、歳 出 に つ き ま し て は 、予 算 現 額 2 5 億 3 , 3 8 0 万

４ 千 円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が 2 4 億 1 , 1 7 7 万 9 , 5 0 9

円 と な っ て お り ま す 。  

な お 、 下 水 道 特 別 会 計 は 、 地 方 公 営 企 業 法 の 適 用 に

伴 い 、 歳 入 歳 出 差 引 残 額 の 6 , 6 3 3 万 8 , 0 6 6 円 を 小 城 市

下 水 道 事 業 会 計 へ 引 き 継 ぐ こ と に な り ま す 。  
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次 に 、 議 案 第 7 4 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保

険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、

歳 入 に つ き ま し て は 、予 算 現 額 5 1 億 7 , 6 4 9 万 ６ 千 円 に

対 し ま し て 、調 定 額 が 5 3 億 1 , 4 8 2 万 3 , 0 2 3 円 、収 入 済

額 が 5 1 億 8 , 2 5 9 万 5 2 1 円 で 、 不 納 欠 損 額 が 3 8 4 万 3 7 0

円 、 収 入 未 済 額 が 1 億 2 , 8 3 9 万 2 , 1 3 2 円 と な っ て お り

ま す 。  

ま た 、歳 出 に つ き ま し て は 、予 算 現 額 5 1 億 7 , 6 4 9 万

６ 千 円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が 5 0 億 8 , 2 2 9 万 4 , 8 6 9

円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、歳 入 歳 出 差 引 残 額 は 1 億 2 9 万 5 , 6 5 2

円 と な っ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 5 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者

医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す

が 、 歳 入 に つ き ま し て は 、 予 算 現 額 ５ 億 5 , 0 9 0 万 円 に

対 し ま し て 、 調 定 額 が ５ 億 5 , 2 8 1 万 4 , 6 1 8 円 、 収 入 済

額 が ５ 億 5 , 1 2 9 万 6 , 8 1 8 円 、収 入 未 済 額 が 1 5 1 万 7 , 8 0 0

円 と な っ て お り ま す 。  

ま た 、 歳 出 に つ き ま し て は 、 予 算 現 額 ５ 億 5 , 0 9 0 万

円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が ５ 億 4 , 2 1 2 万 1 , 3 5 9 円 と

な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 歳 入 歳 出 差 引 残 額 は 9 1 7 万 5 , 4 5 9

円 と な っ て お り ま す 。  
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次 に 、 議 案 第 7 6 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会

計 利 益 の 処 分 及 び 決 算 の 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、

は じ め に 、平 成 3 1 年 度 の 業 務 量 に つ い て 御 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

給 水 戸 数 は 、7 , 1 2 8 戸 で 前 年 度 よ り 1 8 2 戸 の 増 、年 間

有 収 水 量 は 1 58 万 2 , 3 6 5 立 方 メ ー ト ル で 前 年 度 よ り

0 . 7％ の 増 と な っ て お り ま す 。 有 収 率 は 8 6 . 9 1％ で 、 前

年 度 よ り 3 . 1 0 ポ イ ン ト の 減 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

営 業 収 益 に つ き ま し て は 、２ 億 6 , 7 5 0 万 7 , 3 2 3 円 で 、

前 年 度 よ り 1 . 1％ の 増 、営 業 費 用 は ２ 億 3 , 1 5 0 万 5 , 6 1 1

円 で 、前 年 度 よ り 0 . 8％ の 増 と な り 、営 業 利 益 は 3 , 6 0 0

万 1 , 7 1 2 円 と な っ て お り ま す 。  

ま た 、 営 業 外 収 益 に つ き ま し て は 、 1 , 3 5 8 万 3 , 0 3 1

円 で 、 前 年 度 よ り 0 . 2％ の 増 、 営 業 外 費 用 は 1 , 0 4 4 万

2 , 7 8 6 円 で 、 前 年 度 よ り 9 . 0％ の 減 と な っ て お り ま す 。 

以 上 の こ と か ら 、 収 益 合 計 か ら 費 用 合 計 を 差 し 引 い

た 当 年 度 の 純 利 益 は 3 , 9 1 4 万 1 , 9 5 7 円 と な っ て お り ま

す 。  

次 に 、 資 本 的 収 入 及 び 支 出 で は 、 資 本 的 収 入 は 1 0 4

万 5 , 7 9 1 円 、 資 本 的 支 出 は 7 , 0 6 7 万 9 , 3 8 9 円 と な っ て

お り ま す 。  

ま た 、当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 は １ 億 4，3 5 9 万 4 , 6 7 9

円 と な っ て お り ま す 。  
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利 益 の 処 分 と い た し ま し て 、 未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら

2 , 0 0 0 万 円 を 建 設 改 良 積 立 金 に 積 み 立 て 、 残 り の 1 億

2 , 3 5 9 万 4 , 6 7 9 円 を 繰 越 利 益 剰 余 金 と す る も の で ご ざ

い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 7 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会

計 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 は じ め に 、 平 成

3 1 年 度 の 業 務 量 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

入 院 患 者 延 数 は 、 2 0 , 3 7 7 人 で 前 年 度 よ り 9 6 1 人

（ 4 . 5％ ）の 減 と な り 、１ 日 平 均 患 者 数 5 5 . 6 7 人 、病 床

利 用 率 は 5 6 . 2 4％ と な っ て お り ま す 。 外 来 患 者 は 、

3 9 , 8 1 0 人 で 前 年 度 よ り 6 , 1 8 6 人（ 1 3 . 4 5％ ）の 減 と な り 、

１ 日 平 均 患 者 数 は 1 6 4 . 5 人 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

医 業 収 益 に つ き ま し て は ､ 1 0 億 3 , 1 5 1 万 7 , 7 0 7 円 で 、

前 年 度 よ り 4 , 6 8 9 万 5 , 3 0 8 円 （ 4 . 3 5％ ） の 減 、 医 業 費

用 に つ き ま し て は 、 1 2 億 7 , 4 6 2 万 3 , 6 5 0 円 で 、 前 年 度

よ り 3 7 8 万 2 , 6 3 8 円（ 0 . 3％ ）の 増 と な り 、医 業 損 失 は

２ 億 4 , 3 1 0 万 5 , 9 4 3 円 と な っ て お り ま す 。  

ま た 、 医 業 外 収 益 に つ き ま し て は ､１ 億 3 , 2 6 6 万

9 , 5 2 1 円 で 、 前 年 度 よ り 3 0 1 万 5 0 4 円 （ 2 . 3 2％ ） の 増 、

医 業 外 費 用 は 2 , 6 3 5 万 1 , 7 6 0 円 で 、 前 年 度 よ り 1 3 3 万

4 , 8 4 7 円（ 5 . 3 4％ ）の 増 と な り 、医 業 外 利 益 は １ 億 6 3 1

万 7 , 7 6 1 円 と な っ て お り ま す 。  
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以 上 の こ と か ら 、 収 益 合 計 か ら 費 用 合 計 を 差 し 引 い

た 当 年 度 の 経 常 損 失 は １ 億 3 , 6 7 8 万 8 , 1 8 2 円 と な っ て

お り ま す 。  

次 に 、資 本 的 収 入 及 び 支 出 で は 、資 本 的 収 入 は 2 , 3 1 4

万 円 で 、 前 年 度 よ り 3 2 8 万 8 , 0 0 0 円 （ 1 2 . 4 4％ ） の 減 、

資 本 的 支 出 は 4 , 0 3 3 万 8 5 7 円 で 、 前 年 度 よ り 1 3 3 万

9 , 0 9 9 円 （ 3 . 2 1％ ） の 減 と な っ て お り ま す 。  

以 上 、平 成 3 1 年 度 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決

算 認 定 に つ き ま し て は 、 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 第 ３ 項 の

規 定 に よ り 、ま た 、平 成 3 1 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会 計 及

び 小 城 市 病 院 事 業 会 計 決 算 認 定 に つ き ま し て は 、 地 方

公 営 企 業 法 第 3 0 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 、監 査 委 員 の 意

見 を 付 し て 議 会 の 認 定 を お 願 い す る も の で す 。  

併 せ て 、平 成 3 1 年 度 決 算 に 係 る 実 質 赤 字 比 率 、連 結

実 質 赤 字 比 率 、 実 質 公 債 費 比 率 、 将 来 負 担 比 率 及 び 資

金 不 足 比 率 に つ き ま し て 、 議 会 に 報 告 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

 

続 き ま し て 、 予 算 関 係 議 案 に つ き ま し て 御 説 明 申 し

上 げ ま す 。  

 

ま ず 、議 案 第 7 8 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正

予 算 （ 第 ７ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に 、 そ れ ぞ れ

３ 億 6 , 4 2 1 万 ７ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を

歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 6 3 億 7 , 9 2 6 万 円 と す る も の で ご ざ
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い ま す 。  

第 ２ 表  継 続 費 補 正 は 、「 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 見

直 し 事 業 」 に つ き ま し て 、 契 約 額 の 確 定 に 伴 い 、 事 業

費 の 総 額 と 年 割 額 を 変 更 す る も の で ご ざ い ま す 。  

第 ３ 表  地 方 債 補 正 は 、「 教 育 情 報 化 推 進 事 業 」と「 農

地 及 び 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 」を 追 加 し 、「 県 営 地 盤

沈 下 対 策 事 業 （ 佐 賀 中 部 地 区 ）」 と 「 臨 時 財 政 対 策 債 」

の 限 度 額 を 変 更 す る も の で ご ざ い ま す 。  

そ れ で は 、 補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 、 歳 出 か ら 御 説

明 申 し 上 げ ま す 。  

第 ２ 款  総 務 費 で は 、「 入 札 契 約 事 務 」で ご ざ い ま す

が 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 へ の 対 応 と 事 務 の 効

率 化 を 図 る た め 、 入 札 参 加 資 格 申 請 シ ス テ ム と 電 子 入

札 シ ス テ ム の 導 入 費 用 を 計 上 し て お り ま す 。  

次 に 、「 テ レ ワ ー ク 推 進 事 業 」で ご ざ い ま す が 、新 型

コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 へ の 対 応 に 係 る 庁 内 の テ レ ワ

ー ク の 環 境 整 備 費 用 を 計 上 し て お り ま す 。  

次 に 、「 住 民 基 本 台 帳 事 務 」と「 戸 籍 事 務 」で ご ざ い

ま す が 、 国 外 転 出 者 が マ イ ナ ン バ ー カ ー ド を 利 用 で き

る よ う に シ ス テ ム 改 修 費 用 を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ４ 款  衛 生 費 で は 、「 新 生 児 特 別 定 額 給 付 金 給 付 事

業 」 で ご ざ い ま す が 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影

響 を 踏 ま え 、 国 の 特 別 定 額 給 付 金 の 給 付 対 象 と な ら な

い 令 和 ２ 年 ４ 月 2 8 日 以 降 に 生 ま れ た 新 生 児 の 家 庭 を 応

援 す る た め 、 給 付 対 象 新 生 児 １ 人 に つ き ５ 万 円 の 給 付
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費 用 を 計 上 し て お り ま す 。  

次 に 、「 新 公 立 病 院 建 設 事 業 」で ご ざ い ま す が 、新 公

立 病 院 建 設 の た め の 測 量 費 等 を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ６ 款  農 林 水 産 業 費 で は 、「 中 山 間 地 域 等 支 援 事 業 」

で ご ざ い ま す が 、 棚 田 地 域 の 活 性 化 の た め 、 江 里 山 地

区 に 地 域 お こ し 協 力 隊 の 配 置 費 用 を 計 上 し て お り ま す 。 

第 1 0 款  教 育 費 で は 、「 教 育 情 報 化 推 進 事 業 」 で ご

ざ い ま す が 、 臨 時 休 校 期 間 中 の 家 庭 学 習 を サ ポ ー ト す

る た め 、 自 宅 に Ｗ ｉ
ワ イ

－ Ｆ ｉ
フ ァ イ

環 境 の な い 児 童 生 徒 に 貸 与

す る モ バ イ ル ル ー タ の 購 入 費 用 や 国 の Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ー

ル 構 想 に 対 応 し た 学 校 ネ ッ ト ワ ー ク 整 備 工 事 と 学 校 教

育 用 タ ブ レ ッ ト パ ソ コ ン の 購 入 費 用 を 計 上 し て お り ま

す 。  

第 1 1 款  災 害 復 旧 費 で は 、令 和 ２ 年 ７ 月 豪 雨 で 被 災

し た 農 業 用 施 設 、 林 道 施 設 な ど の 復 旧 費 用 を 計 上 し て

お り ま す 。  

な お 、人 事 異 動 等 に 伴 う 職 員 等 の 人 件 費 に つ い て は 、

今 回 の 補 正 に お い て 計 上 し て お り ま す 。  

以 上 、 歳 出 の 主 な 内 容 に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、

歳 入 に つ き ま し て は 、 事 務 事 業 に 伴 う 分 担 金 及 び 負 担

金 、 国 ・ 県 支 出 金 、 市 債 の ほ か 、 過 年 度 精 算 や 返 還 の

諸 収 入 、 額 の 確 定 等 に よ る 地 方 交 付 税 、 繰 越 金 を 計 上

し 、 基 金 繰 入 金 に よ り 財 源 を 調 整 す る も の で ご ざ い ま

す 。  
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次 に 、議 案 第 7 9 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険

特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算

に 、 そ れ ぞ れ １ 億 5 3 6 万 ６ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予

算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 4 9 億 9 , 3 2 4 万 ４ 千 円 と す

る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、 歳 入 で は 、 新 型 コ

ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に 伴 う 国 民 健 康 保 険 税 の 減

免 に 係 る 県 支 出 金 、 前 年 度 決 算 に 伴 う 繰 越 額 の 確 定 に

よ る 繰 越 金 を 計 上 し て お り ま す 。  

歳 出 で は 、 県 支 出 金 の 精 算 に よ る 返 還 金 や 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に 伴 う 国 民 健 康 保 険 税 の 減 免

に 係 る 還 付 金 、 基 金 積 立 金 を 計 上 し て お り ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 0 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者 医

療 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予

算 に 、 そ れ ぞ れ 9 4 0 万 ８ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算

の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ５ 億 8 , 3 1 0 万 ７ 千 円 と す る

も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、 歳 入 で は 、 前 年 度

決 算 に 伴 う 繰 越 額 の 確 定 に よ る 繰 越 金 を 計 上 し て お り

ま す 。  

歳 出 で は 、 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 を 計 上 し

て お り ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 1 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会 計
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補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 既 定 の

予 算 か ら そ れ ぞ れ ６ 万 円 を 減 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総

額 を 収 益 的 収 入 及 び 支 出 そ れ ぞ れ ３ 億 5 0 5 万 ３ 千 円 と

す る も の で ご ざ い ま す 。  

収 益 的 収 入 に つ き ま し て は 、 人 事 異 動 に 伴 う 児 童 手

当 に つ い て 一 般 会 計 補 助 金 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま

す 。  

収 益 的 支 出 に つ き ま し て は 、 人 事 異 動 に 伴 い 水 道 事

業 費 用 の 営 業 費 用 を 増 額 し 、 収 支 の 調 整 の た め に 予 備

費 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 2 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会 計

補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 収 益 的 収 入 の 既 定 の 予 算 か ら

3 , 6 8 6 万 ４ 千 円 を 減 額 し 、収 益 的 支 出 の 既 定 の 予 算 か ら

3 , 6 0 3 万 ７ 千 円 を 減 額 し 、補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 収 益 的

収 入 及 び 支 出 そ れ ぞ れ 1 3 億 3 , 5 9 8 万 ８ 千 円 と す る も の

で ご ざ い ま す 。  

収 益 的 収 入 に つ き ま し て は 、 患 者 数 が 当 初 見 込 み よ

り 少 な く 推 移 し て い る こ と か ら 、 医 業 収 益 を 減 額 し 、

収 益 的 支 出 の 主 な 内 容 は 、 医 業 費 用 か ら 人 事 異 動 等 に

よ る 職 員 人 件 費 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

ま た 、 資 本 的 支 出 で ご ざ い ま す が 、 既 定 の 予 算 に

2 , 5 5 6 万 ９ 千 円 を 追 加 し 、補 正 後 の 資 本 的 支 出 の 予 算 総

額 を ２ 億 6 , 6 7 1 万 ４ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 に つ き ま し て は 、 生 体 情 報 モ ニ タ ー 等 の
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購 入 費 用 を 計 上 し て お り ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 3 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 下 水 道 事 業 会

計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 収 益 的 収 入 の 既 定 の 予 算 に

7 7 7 万 ６ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 7 億

9 , 5 0 9 万 円 と し 、収 益 的 支 出 の 既 定 の 予 算 か ら 1 2 4 万 １

千 円 を 減 額 し 、補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 5 億 5 , 1 8 7 万 ７

千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、 収 益 的 収 入 は 、 消

費 税 の 還 付 に よ る 増 額 で 、 収 益 的 支 出 は 、 人 事 異 動 に

伴 う 職 員 人 件 費 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

次 に 、 資 本 的 収 入 の 既 定 の 予 算 に 4 , 2 7 1 万 ２ 千 円 を

追 加 し 、 総 額 を ８ 億 6 , 0 6 3 万 ３ 千 円 と し 、 資 本 的 支 出

の 既 定 の 予 算 に 4 , 8 6 7 万 ２ 千 円 を 追 加 し 、総 額 を 1 5 億

7 , 5 5 5 万 1 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、 資 本 的 収 入 は 、 国

庫 補 助 金 、 下 水 道 事 業 債 、 市 営 浄 化 槽 事 業 分 担 金 な ど

を 増 額 し 、 資 本 的 支 出 は 、 公 共 下 水 道 事 業 費 及 び 市 営

浄 化 槽 事 業 費 を 増 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、 諮 問 関 係 議 案 に つ き ま し て 御 説 明 申 し

上 げ ま す 。  

 

ま ず 、 諮 問 第 １ 号  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ

い て で ご ざ い ま す が 、人 権 擁 護 委 員 の 大 野
お お の

 良 子
り ょ う こ

氏 が 、
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令 和 ２ 年 1 2 月 3 1 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で 、

再 度 推 薦 す る た め 、 人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規

定 に よ り 議 会 の 意 見 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 諮 問 第 ２ 号  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ

い て で ご ざ い ま す が 、人 権 擁 護 委 員 の 田 中
た な か

 康
や す

教
の り

氏 が 、

令 和 ２ 年 1 2 月 3 1 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で 、

再 度 推 薦 す る た め 、 人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規

定 に よ り 議 会 の 意 見 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、 報 告 関 係 に つ き ま し て 御 報 告 申 し 上 げ

ま す 。  

 

ま ず 、報 告 第 ９ 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 一 般 会 計 継 続

費 精 算 報 告 書 で ご ざ い ま す が 、 農 業 振 興 地 域 整 備 事 業

を 平 成 2 9 年 度 か ら 平 成 3 1 年 度 ま で の ３ 箇 年 、 小 ・ 中

学 校 空 調 設 備 整 備 事 業 を 平 成 2 9 年 度 か ら 平 成 3 1 年 度

ま で の ３ 箇 年 の 継 続 事 業 で 実 施 し て お り ま す 。  

 

次 に 、 報 告 第 1 0 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 下 水 道 特 別

会 計 継 続 費 精 算 報 告 書 で ご ざ い ま す が 、 特 定 環 境 保 全

公 共 下 水 道 事 業 三 日 月 浄 化 セ ン タ ー 建 設 工 事 を 平 成 3 0

年 度 か ら 平 成 3 1 年 度 ま で の ２ 箇 年 の 継 続 事 業 で 実 施 し

て お り ま す 。  
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こ れ ら の 事 業 が 平 成 3 1 年 度 に 完 了 い た し ま し た の で 、

地 方 自 治 法 施 行 令 第 1 4 5 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 継 続

費 の 精 算 報 告 を す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

以 上 、 今 定 例 会 に 提 案 を い た し て お り ま す 議 案 に つ

き ま し て は 、 そ の 概 要 を 御 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、 御

審 議 の 上 、 御 承 認 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い 申 し 上

げ ま し て 、 提 案 理 由 の 御 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

ど う ぞ よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  


